
第 63 回及び第 64 回広島県公共工事入札監視委員会議事録（概要） 

開 催 日 平成 31年３月 19 日（火）9時 00 分から 11 時 14 分まで 

場 所 県庁本館６階 ６０１会議室 

出 席 委 員 河合委員（委員長），今井委員，岡﨑委員，鳥谷部委員，松本委員 

議 題

(1) 入札及び契約手続の運用状況等の報告について 

(2) 抽出事案について 

 ・第 63 回（平成 30年７月から９月までの契約分） 

①県営水利施設整備事業 三河地区 大草工区 用水路９期工事 

【東部農林水産事務所尾道農林事業所】 

②主要地方道 吉舎油木線 道路災害復旧工事（応急本工事） 

【北部建設事務所】 

③二級河川沼田川水系沼田川河道浚渫工事（平成３０年災害 応急工

事）（１０工区） 

【東部建設事務所三原支所】 

 ・第 64 回（平成 30年 10 月から 12 月までの契約分） 

④広島県立広島叡智学園中学校・高等学校新築工事（２期工事） 

【営繕課】 

⑤河手川 河川災害復旧工事（３０年災第８６１・１２２９・１２３０・

１２３１号） 

【東部建設事務所】 

⑥本郷取水場電気設備等本復旧工事 

【広島水道事務所】 

審議対象期間 平成 30年７月１日から平成 30 年 12 月 31 日まで 

審議・報告内容 別紙のとおり 

委員会による

意見の具申又

は勧告の内容 

いずれの審議案件とも適正であると認められました。 

担 当 部 署
広島県土木建築局建設産業課 入札制度グル－プ 

ＴＥＬ 082－513－3821（ダイヤルイン） 



別紙 

報告内容 

議題 (1) 入札及び契約手続の運用状況等の報告について 

【第６３回】 

○入札方式別の発注工事件数は次のとおりである。 

○指名除外措置を行った件数は９件。 

○低入札価格調査を行った件数は１９件。 

○入札契約過程に係る苦情申立ては２件。 

○入札談合情報，入札契約事務に係る働きかけ等は該当なし。 

【第６４回】 

○入札方式別の発注工事件数は次のとおりである。 

○指名除外措置を行った件数は３件。 

○低入札価格調査を行った件数は１６件。 

○入札契約過程に係る苦情申立て，入札談合情報，入札契約事務に係る働きかけ等は該当なし。 

入札方式 件数 

一般競争入札 ２４４件 

指名競争入札 ７７件 

随意契約 ３１６件 

合計 ６３７件 

入札方式 件数 

一般競争入札 １４２件 

指名競争入札 ２００件 

随意契約 １４３件 

合計 ４８５件 

意見・質問 回答 

○豪雨災害の復旧工事で多くの随意契約をしてい

るが，随意契約でも契約に至らないものもある

か。 

○人が不足しているなどの問題はあるか。 

○一般競争入札でも特定の業者が何件も落札して

いるケースがあるが，どのような事情が考えら

れるか。 

○災害復旧工事は，県から業者へ協力を求めてお

り，それに応えていただいているため，ほとん

ど契約に至っている。 

○技術者や作業員の不足という点に課題認識を持

っている。このため，技術者の兼務制限や格付

関係を緩和し，複数の工事を１件の契約にまと

めて発注するなど措置を講じている。 

○災害対応は土木一式業者が主として行っている

ため，法面業者については発注を待っていただ

いていたということが考えられる。業者によっ

ては，技術者がいる範囲で，積極的に受注して

いる。 

また，一時期に発注が集中し，案件ごとの応札

数が非常に少なくなった結果，特定の業者が一

般競争入札で１者応札によって受注したケース

がままあったというような状況もある。 



○今回は随意契約件数が非常に多いが，７月豪雨

による大変な被害があり，非常事態であるとい

うことで理解する。 

○随意契約の理由が，７月豪雨災害によるものな

のかどうかが判別できない。豪雨災害の影響で

なく随意契約したものは，従来どおりのふさわ

しい理由になっているのかどうか，わかるよう

に記載してほしい。 

○指名除外について，同じ死亡事故でも，措置期

間が２か月のものともっと長いものとがある

が，どういった経緯か。 

○今後は是正する。 

○措置期間の長いものは，４月に独占禁止法で指

名除外を受けているので，措置期間を２倍以上に

加算した。 

【技術管理担当監／建設産業課長 

／農林整備管理課長】



審議内容 

議題 (2) 抽出事案について 

抽出事案１ 県営水利施設整備事業 三河地区 大草工区用水路９期工事 

意見・質問 回答 

○応札２者のうち，１者が失格になっている理由

は，総額失格基準価格によるものか。 

○総合評価落札方式を適用しているが，失格とな

った１者の技術評価はしていないのか。 

○応札者が多い場合には,平均をとって失格にす

るということはわかるが，２者の場合には合理

的でないのではないか。 

○工事費の内訳をみると，２者の現場管理費に大

きな差があるが，安い方では工事の施工に問題

があるということなのか。 

○工事費の内訳をみて，この価格ではちゃんとし

た工事ができない，といった基準があるわけで

はないということか。 

○総合評価落札方式は，金額と技術とを両方考慮

して適切な落札者を選ぶ方式だが，金額だけで

足切りがある。一番安くて技術力も高い業者を，

選ばないという可能性もある。 

○最低限の品質が確保されないという基準が結局

は入札価格となっている。 

○応札者が２者の場合，１者が高くなるともう１

者は基準を下回る。金額で結局は失格となると

いうことなのであれば，応札者が２者だけの場

合については検討してほしい。 

○今回のように，応札者が２者か３者で，標準偏

差によらない総額失格基準価格により失格とな

るケースは多いのか。 

○かなり少ないケースなのか。 

○そうである。有効な入札価格での応札者が５者

以上の場合は標準偏差により総額失格基準価格

を算出するが，この場合２者のため，全応札者

の入札価格の平均に０．９５を乗じた価格とな

る。 

○していない。総額失格基準価格を下回っている

ので，その時点で失格となる。 

○５者未満の応札の場合には，総額失格基準価格

の算定ルールはそのように設定しており，本件

は，結果的に応札者が２者だったということで

ある。 

○以前は，各々の経費の中で何割ないと失格とい

った基準を設けていたが，現在はそういった基

準は設けていない。 

○現在はルールを定めていないので，各々の費用

をもって，不適切であるといったようなことは

ない。 

○最低限の品質が確保されない恐れがある場合は

失格にして，総合評価に移っていくという考え

方である。 

○そうである。 

○標準偏差の部分も含めて，制度のあり方につい

て，今後の検討課題だと考えている。 

○頻繁でない。 

○そうである。ただし，一時期に発注が集中して，

応札者が少ない場合は生じる可能性はある。 



○昔は経費ごとに，この経費は何割以上といった

基準があったということだが，その基準をなく

したのはどういった経緯か。 

○２者など応札者数が少ない場合の失格基準につ

いて，問題がないか，もしくは，すぐに失格と

ならないような制度を検討ください。今までも

事例等でいろいろと検討しているのか。 

○全国的には各経費で何割以上といった基準が主

流だが，本県としては利益率の高い工事と低い

工事があるということを踏まえて，市場性を考

慮すべきという全国でも独自な取組みをしてい

る。各経費で枠組みをはめてしまうと，市場性

によって上下するという仕組みが作れないこと

から，そのように移行した。 

 ただ，指摘のあった点については課題として認

識しており，今後も検討していく。 

○本県でもいろいろな制度を活用し，低入札価格

に対する品質の確保のため，試行錯誤している。

現在の総額失格基準価格の算出は正規分布，あ

るいは５者未満の場合は平均の９５％という形

で，異常値を排除するという観点であるが，指

摘のあったように必ずしも万能ということでは

ないので，国や他県の事例も含めて,継続的に検

討していく。 

【東部農林水産事務所尾道農林事業所次長 

／技術管理担当監／建設産業課長】



議題 (2) 抽出事案について 

抽出事案２ 主要地方道 吉舎油木線 道路災害復旧工事（応急本工事） 

意見・質問 回答 

○本件を一般競争入札でなく，指名競争入札にし

たのは，緊急に施工する必要があるからか。 

○指名競争入札の方が，手続きがだいぶ早いのか。

○２者が工事費内訳書の記載不備で失格となって

いるが，具体的にどのような内容か。 

○辞退が多かったのは，災害復旧工事があり，業

者が手一杯だったという理由か。 

○災害関連での辞退の理由として，仕事が集中し

て，というものが聞かれるが，災害関連工事は

県からも市からも発注があるということが要因

か。 

○そのときに応札しなくても，また発注があるか

ら，ということか。 

○災害復旧工事については迅速に対応する必要が

あることから，基本的に指名競争入札で発注し

ている。 

○そうである。入札から開札までの期間が短く，

一般競争入札の公告よりも早く契約業者が決定

する。 

○いずれも仕様書と違った数量を記載していた。

○通常時でも，１６者指名すれば，技術者や手持

ち工事の関係で辞退者は出る。この度は５者の

応札があったが，本件より遅く発注した災害復

旧工事では辞退数も多くなっている。 

○そうである。また，災害関連工事については地

元業者の入札が多い傾向で，地元でない業者は

入札を見送ることも多いので，辞退が多くなる。

○そうである。今後発注される地元の工事に応札

する。 

【北部建設事務所長】



議題 (2) 抽出事案について 

抽出事案３ 二級河川沼田川水系沼田川 河道浚渫工事（平成３０年災害 応急工事）（１０工区） 

意見・質問 回答 

○もともとの河道は横断図の斜線の部分か。 

○本件は１０工区ということだが，他の工区も同

じような対応か。 

○随意契約の理由に「三原市内に主たる営業所を

有し，現地の状況に精通している」とあるが，

該当する業者は何者あるか。 

○その中で，本件の業者に依頼した理由はなぜか。

○一番近いところに依頼したということか。 

○現地の状況に精通しているということか。 

○説明の中で，施工が可能なことを確認して，と

いう説明があったが，当該業者に一番に確認し

たところ了承されたため，決定したということ

か。 

○この場合，予定価格はどのように決まるのか。 

○予定価格と契約金額が一致しないのはなぜか。 

○この度は，あらかじめ予定価格を決められなか

ったということか。 

○最終的には予定価格が決まっているから，その

内訳も出しているのか。 

○随意契約の予定価格にかかわる資料について，

過去の委員会でも言及があったはずである。 

○随意契約の場合でも根拠のある積算はしている

はずなので，官積算の資料を提出いただきたい。

○斜線の上側の線が，土を取る前のものである。

斜線の部分を取り除いて，川の流下能力を広げ

た。 

○そうである。台風時期までに緊急的に対応する

必要があったことから，まずはこの９工区，１

０工区について地元業者に対応いただいた。そ

の他の工区についても引き続き，地元業者に依

頼して随意契約で対応いただいた。 

○ここで対象となるＢランク業者については，１

５～１６者である。 

○本社が現場のすぐ横にあるからである。 

○そうである。 

○そうである。川の状況もよく把握しており，地

元調整もできる。 

○そうである。当時は７月下旬で，道路の寸断等

でてんてこ舞いな状況だったため，当該業者に

電話をかけて，対応いただけることを確認の上，

随意契約した。 

○この度の災害は暫定契約という手続きをとっ

た。ある程度把握できた段階で，業者から数量

の申告があり本契約した。 

○業者の判断で，予定価格の１００％では見積り

合せしなかったということかと思われる。 

○そうである。 

○業者から数量の申告があり，積算については，

県の標準的な積算方法で行っている。 

○一般競争入札と指名競争入札では，入札時に工

事費内訳書を提出させており，本委員会の資料

としているところであるが，随意契約について

は，手続き上，内訳書を提出する仕組みがない。

○了解した。 

【東部建設事務所三原支所長／建設産業課長】



議題 (2) 抽出事案について 

抽出事案４ 広島県立広島叡智学園中学校・高等学校新築工事（２期工事）

意見・質問 回答 

○業者単体での施工とか，単体と共同施工の混合

とか，いろいろな方式がある中で，本件を共同

施工方式とした理由はなぜか。 

○３者などの共同施工の方が，技術力が高く，価

格も安くなるということか。 

○単体で施工するよりも，安心できるということ

か。

○応札者が１者だけだが，一般競争入札参加資格

者状況表によると，もう少し応札者がいてもお

かしくないのではないか。

○１者応札で競争がなく落札決定すると，公告の

意味がないのではないか。

○本来であれば，もっと応札が見込めたというこ

とか。

○落札者は，１期工事とは別の業者か。

○ＪＶのパートナーが違う形で，同じ業者が参加

しているということか。

○１期工事を施工したＪＶの代表者が，工事の要

領もわかっているから，別のところとＪＶを組

んで応札したということか。

○ＪＶを組むのに，まず大規模なところがあって

小規模なところと組むのと，大規模な業者同士

３者で組むのと，特に規定はないのか。

○建物の耐震性はどういったものか。

○広島県は学校施設の耐震が十分に整備されてい

ないと聞くが，実情はどうか。

○設計金額が５億円以上の難易度の高い工事につ

いては，要綱によって共同企業体（ＪＶ）で施

工することとなっている。 

○ある程度金額の高いものについては，技術的難

易度も高くなることからそのようにしている。

○そうである。ＪＶの概念として，技術的難易度

の高い工事に，施工能力の少し及ばない業者で

も積極的に参加できるため，業者の底上げにな

るという面もある。 

○複数者の応札を期待して公告している。 

○東京オリンピックの開催や民間工事が非常に好

調なことに加え，技術者についても専任で配置

しなければいけないこともあり，敬遠された面

がある。 

○その可能性はある。 

○１期工事の業者もＪＶに入っている。 

○そうである。ＪＶの３者のうち２者は１期工事

の業者である。 

○そうである。状況をよく把握しているので，応

札したということかと思われる。 

○今回はＪＶの規定として，代表者については技

術的難易度が高いため県内に営業所を有すると

ころとし，２番目の構成員については地場の業

者に入っていただくために県内に主たる営業所

を有するところとし，３番目の構成員について

はＢランクが入れるように設定している。結果

として，県内に主たる営業所を有するＡランク

業者３者が受注した。 

○国土交通省による建物の耐震機能についての規

定があり，その中の学校施設の内容に合う耐震

性を持たせている。 

○県の高等学校については，全て耐震性のある建

物で，補強もすべて実施している。新しく建て

るものについてもそのように設計している。 



○設計については，総合評価落札方式の落札決定

基準に，「構成員の広島県地震被災建築物応急危

険度判定士の認定状況」とあるが，この判定士

が確認しているということか。

○評価が３段階あり，構成員の中で２４名以上い

れば１．０点ということのようだが。

○前回の１期工事も応札者は１者のみか。

○全国規模のゼネコンが入れるような案件で，金

額も大きいのに，１者しか応札がないのはなぜ

か。例えば，工期が進むほど，勝手を知ってい

るところのみ応札して，他の業者が入りにくい

状況になるなどの事情があるのか。

○この判定士については，地震等がある中で建物

が安全かどうかの判定をしなければならないと

いう命題があり，その資格を持った業者は地域

貢献，社会貢献の観点で評価しているものであ

る。 

○今回は０．５点の加点なので，構成員の中で該

当の資格者が１２名から２４名未満いるという

ことである。

○前回は４工区に分けて行っており，そのうち，

３工区が１者，１工区だけ３者の応札があった。

○オリンピック景気や民間需要が高いことに加

え，入札時期も関係している。本件の入札時期

は下半期にあたることから，既に技術者を配置

済で，やりたくてもできないといった状況もあ

ったかと思われる。

【営繕課耐震工事担当監】



議題 (2) 抽出事案について 

抽出事案５ 河手川 河川災害復旧工事（３０年災第８６１・１２２９・１２３０・１２３１号）

意見・質問 回答 

○Ｂランク業者２者の応札があり，１者失格とな

っているが，その理由はなぜか。 

○Ｂランク業者なのにそのような記載漏れがある

のか。 

○落札率が１００％になっており，指名２０者の

うち，１８者が辞退していることについて説明

願いたい。

○工事箇所が４カ所あるということか。

○工期の面など，１者で対応可能なのか。

○工期はどのくらいなのか。

○繰越しで延びる程度で，一応完成見込みという

ことか。

○ある程度の金額になるように，まとめて発注し

ているのか。

○工期が延びた場合，人件費も増えると思われる

がどうか。

○工事費内訳書の記載漏れによるものである。工

事数量総括表に記載のレベル１～４までの内容

をすべて記載することになっているところ，失

格の業者はレベル１～２のみの記載となってい

た。 

○福山市はレベル１～２までの記載にしているの

で，それと間違えた可能性がある。 

○７月豪雨災害の兼ね合いで，災害復旧工事等の

公共工事や民間需要がかなり高い状況があり，

指名業者についても，多くの工事を受注してい

ることや，技術者や労務者が不足していること

から，応札されなかったものと思われる。 

○そうである。 

○問題ない。一遍にではなく，優先順位を考えな

がら施工する。請負金額に応じて，必要な工期

をとっている。 

○予定工期は３月２９日，２か月半である。実際

には少し遅れており，出水期までの完成を目指

し，繰越しの手続き中である。 

○出水期までには完成見込みである。 

○ある程度施工エリアが近接しているものについ

ては，金額ではなく，施工の合理性の観点から

まとめて発注している。 

○作業量が一定であれば，人件費は基本的に変わ

らない。工期が長くなると，現場のバリケード

や事務所の設置期間が長くなるという面では，

間接的な経費は増加するが，業者で負担するル

ールなので，早く完了した方が業者の利益とし

ては高くなるものと思われる。 

【東部建設事務所長／技術管理担当監】



議題 (2) 抽出事案について 

抽出事案６ 本郷取水場 電気設備等本復旧工事

意見・質問 回答 

○浸水による，緊急の必要から随意契約となった

ということか。 

○電気設備の設置業者であることが業者選定の理

由か。 

○落札率が９９．９９％ということだが，やはり，

金額の根拠がわからないので，官積算の資料を

提出いただきたい。

○補修ではなく，設備を丸ごと取り替えるような

工事なのか。

○丸ごと取り替えるのであれば，新規に発注する

ことも考えられるように思うが，そのような時

間がないということか。

○予定価格の積算はどのように行ったか。

○契約金額１２億円超のうち，その特殊機器の設

備代はどのくらいのウェートを占めているの

か。

○残る２割が据付費といったところか。

○工期はどのくらいか。

○同じような豪雨への対策も行っているのか。

○応急復旧により１週間程度のうちに送水は再開

しているが，仮設用の設備により現在も運転し

ているところなので，また雨が降るまでには本

格的な復旧をしたいということである。 

○そうである。既存設備の設置業者から事業承継

した業者と契約した。 

○被災したことによる劣化があり，長期的な使用

に耐えられないことから，取り替えることとし

た。 

○通常であれば，まず県で設計したのちに入札し，

その後，請負業者による詳細設計，製作及び据

付といった工程があり，請負工事だけでも１年

半ほどの工期が必要となる。この度は現地を把

握しており，かつ既存設備を製作した業者なの

で，現地調査や詳細設計の工程を省き，すぐ製

造にかかれるため，かなりの工期短縮になって

いる。 

○汎用機器については公開された市場価格などを

使用し，労務費の積算については県の公共工事

の積算基準を採用している。ただし，かなりの

ウェートを占めている特殊機器についてはメー

カーからの見積りによっている。 

○８割ぐらいが機器の費用であり，見積りによる

部分になる。 

○そうである。 

○５月末の完成を目指している。 

○本郷取水場は堤防が築かれた中に施設がある

が，その堤防のかさ上げをすると同時に，本件

の中でも従来１階にあった設備を２階に上げる

など対策している。 

【水道事務所長】 


